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えぇとこますだ発信隊 委嘱状交付式の開催について 
 

 

地域の魅力を広く発信するため、地元住民や市外の「益田ファン」を『えぇとこま

すだ発信隊』に委嘱し、市公式インスタグラム「えぇとこますだ」を中心に、益田の

“えぇとこ”を発信する活動を行うこととしております。  

このたび、下記のとおり「えぇとこますだ発信隊 委嘱状交付式」を開催いたします

ので、取材対応等いただきたくご案内いたします。 

 
 

１．日 時 令和 7年 12 月 15 日（月） 13 時 30 分～ 

 

２．場 所 益田市役所 ３階 大会議室 

 

３．内 容  えぇとこますだ発信隊への委嘱状交付 

 

４．えぇとこますだ発信隊 １８名 ※当日の出席者は現在調整中 

  （内訳：市内 14 名・県外 4名/女性 10 名・男性 8名） 

 

５．参 考  別添「えぇとこますだ発信隊募集要項」 

担当課 政策企画局秘書広報課 

担当者 広報広聴室長 田淵・池田 

電話番号 0856-31-0112 

ＦＡＸ番号 0856-23-2456 

E-mail  hisyo@city.masuda.lg.jp 



えぇとこますだ発信隊 募集要項 

 

【目的】 

益田市の魅力を地元住民や市外の“益田ファン”の視点で発信する、ゆるやかな情

報発信チームを組織し、市公式 Instagram「えぇとこますだ」を中心に、市内外へ

“ええとこ”を届け、関係人口の創出や地域イメージ向上を図る。 

【活動内容】 

〇市公式 Instagram「えぇとこますだ」での投稿素材提供 

 ※投稿にあたっては、市担当課が内容を事前に確認する 

〇地元イベントや事業等への参加・盛り上げ（スタッフでも一般参加でもＯＫ） 

＊任意での個人の活動、ＳＮＳでの発信も可 

  ※個人のＳＮＳ投稿に起因して発生したトラブルや問題（例：著作権侵害、誤情報

の拡散、誹謗中傷等）については、投稿者本人の責任とし、益田市は一切の責任

を負わないものとする。 

  ※発信にあたっては、地域社会及び関係者等への配慮を十分に行い、法令及び社会

通念上のマナーを遵守した内容とすることを基本とする。 

【活動期間】 

委嘱日から令和 9年 3月 31 日まで 

【応募資格】 

〇益田にゆかりがある方 （出身、勤務経験、旅行で感動した、など） 

〇益田市に関心を持ち、発信意欲のある方（移住者、益田ファン） 

※いずれも個人の方を対象としており、団体からの応募は不可とします。 

※18 歳未満の方は、応募・参加にあたり保護者の同意が必要です。 

※以下に該当する場合は、えぇとこますだ発信隊として認めないものとし、申請を受

付けません。また、委嘱後にこれらの事由に該当することが判明した場合は、委嘱

を取り消すことがあります。 

①反社会的勢力と関わりがある者 

②法令等に違反する行為を行っている者 

③市税等の滞納がある者 

④その他市が不適当と判断する者 



【応募方法】 

「えぇとこますだ発信隊 参加申込書」をメールにて提出するか、しまね電子申請

サービスにて応募すること。 

【応募締切】 

令和 7年 11 月 28 日(金) 17 時 15 分まで 

【選考方法】 

選考は、提出された「参加申込書」と面談（対面またはオンライン）をもとに行い

ます。面談日については、個別に調整させていただきます。 

【その他】 

〇「えぇとこますだ発信隊」として選任された者には、市から委嘱状を交付する。 

〇活動は無報酬とし、機材の貸与・経費支給なしとする。 

〇市公式 instagram での投稿素材提供にあたっては市民投稿ガイドラインを遵守する。 

○今後の予定 

 11 月 28 日(金)まで 応募受付→随時面談 

 12 月 5日(金)頃 結果通知 

 12 月 15 日(月) 委嘱・活動開始 

 ※なお、12 月 15 日(月)13 時 30 分より委嘱状交付式を開催予定です。選任された方

は、可能な限りご出席いただきますようお願いいたします。 

 

【提出・問合せ先】 

益田市 政策企画局秘書広報課 広報広聴室 

TEL：0856-31-0112 ／ E-mail：hisyo@city.masuda.lg.jp 


